
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いバイトよいがある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お仕事に必要であるとして身分証明

書と顔の写真のデータを要求。 

 

荷物を開封せずに指定先に 

転送するよう指示。 

 

 （荷物のスマホが消費者本人名義である

ことを消費者本人は知らない。） 

 

誰でもできる簡単なお仕事があります。 

応募します。 

受け取っていただいたお荷物を指定する

場所に転送するお仕事です、始めるに

は、身分証明書が必要です。身分証明

書の画像データを送信してください。 

お荷物が届いたら開けずにそのまま転送して

ください。その後、報酬が振込まれます。 

SNSの投稿で人を募集 

② 連絡を連絡をとると 

 

SNSなどの投稿で人を募集。 

 

 

・携帯電話不正利用防止法上、携帯電話などの契約にあたっては本人確認が義務付けられており、消費者が事前 

に送付した身分証明書の画像を使用して何者かが契約をする行為は、同法に違反する行為だと考えられます。 

・なりすましで購入されたスマホの月額利用料金、解約手数料は名義人が負う可能性もあります。 

・「荷受代行」「荷物転送」のアルバイトは絶対にしないようにしましょう。また、運転免許証や健康保険証、銀行口座

などの個人情報は不正に利用される恐れがあるので絶対に伝えないようにしましょう。 

・おかしいなと思ったら、すぐにお近くの消費生活相談窓口や当センター相談専用窓口へお問い合わせください。 

 

数か月後、 

通信業者から身に覚えのない請求書が

届き、問い合わせると自分名義のスマホ

の契約と判明。 

 

 

 

消費者の皆様へのアドバイス 

転送されたスマホを転売。 

  
 ＋ 

ここがポイント 
入手した個人情報などを使い、 

消費者本人になりすまして 

勝手にスマホを契約。 

 身分証明書の画像 

データを送信します。 

了解しました。 

      「荷受代行」 「荷物転送」 にご用心！ 

 

  「荷受代行」 「荷物転送」  にご用心 
 

全国の消費生活センターには、「送られてきた荷物を指定された住所に転送するだけで

報酬がもらえるというアルバイトをするために身分証明書を送ったところ、知らない間に自分

名義のスマートフォンや携帯電話が契約されていた」という相談が平成２７年１１月～平成

２８年９月末の間に１３０件寄せられています。 （「独立行政法人国民生活センターHP」より一部抜粋） 

 

 

  ＜ 詐欺社 荷物田 代行さん           
詐欺度 100％ 

 

北海道立消費生活センター相談専用   ０５０－７５０５－０９９９ （相談受付時間 平日/９：００～１６：３０） 

 

 


